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女性起業者研修会ももの節句～ひな飾り～ ３月１日～７日は春の火災予防運動週間 男女共同参画研修会
●日時　３月20日㈬　午後１時30分～
●場所　教育文化会館
●テーマ
夢を叶える習慣　～私が実践している９つの
メンタルレッスン～

●講師　長
は

谷
せ

川
が わ

弥
や

生
よ い

氏（セラピスト）
●参加費　無料
●申し込み・問い合わせ
人権・男女共同推進室 ☎33-1229

かわいらしいひな人形をぜひご覧
ください。
●開催期間
３月１日㈮～４月27日㈯
（月曜日、祝日の翌日を除く）
●時間　午前10時～午後３時
●場所　松林荘（杉村公園内）
●問い合わせ
郷土資料館 ☎32-4685

全国春の火災予防運動週間に併せて、山火事予防運動や車
両火災予防運動も実施されます。この時季は、空気が非常に
乾燥し、火災が起こりやすくなります。火の取扱いには十分
注意しましょう。
また、火災のないまちづくりのため、地域・職場・家庭な

どで話し合い、一人ひとりの防火意識を高めましょう。
●問い合わせ
●橋本市消防本部 ☎33-0119
●伊都消防組合消防本部 ☎22-0119

●日時
３月６日㈬　午後１時30分～

●場所　教育文化会館
●テーマ
女性と防災・減災セミナー

●講師　大
おお

槻
つ き

由
ゆ

美
み

氏（防災士）
●参加費　無料
●申し込み・問い合わせ
人権・男女共同推進室 ☎33-1229

特別障害者手当などのご案内
【福祉課】

ふるさと再見市民講座
【中央公民館】

・・・・・・　お 知 ら せ　・・・・・・ 在宅育児支援事業給付金の申請はお済ですか？
【こども課】

３月は自殺対策強化月間です
【福祉課】

・・・・・・　健康・福祉　・・・・・・
第２子以降の乳児が生後３カ月目から１歳になる月

までの間、一定の要件を満たす場合、保護者に対し、
月額１万５千円を支給します。
●申請期限　３月29日㈮　午後５時
●対象
平成29年４月２日～平成30年12月31日生まれで
平成30年３月末までに保育園に入園していない乳児
　※入園した月まで対象となる場合があります。
●受給資格
●本市に住民登録があり、対象乳児と同居している
●職場での育児休業給付金を受給していない
※対象および受給資格には、この他にも条件がありま
す。詳しくは市ホームページをご覧ください。

●提出先・問い合わせ　こども課 ☎33-6102

・・・・・・　魅 力 発 信　・・・・・・
「親子deあそぼう」の動画を配信しています

【秘書広報課】
子育てぱーくのコーナー「親子deあそぼう」では、

親子でのふれあい方や遊び方などを紹介しています。
子育て家庭の皆さんにさらにわかりやすく見ていただ
けるように、広報紙で紹介した記事
を動画でも配信します。
今回は「ふれあい遊び　ちょち

ちょち　あわわ」をYouTube橋本
市公式チャンネルに掲載しましたの
で、ぜひご覧ください。

警察庁が公表した資料によると、平成29年に自殺
で亡くなった人は全国で21,321人、和歌山県では
201人となっています。
自殺は、さまざまな要因が複雑に関係して、心理的

に追い込まれた末の死であり、防ぐことができるとい
われています。
また、家族や友人、職場の同僚

など、そばでいる人がいち早く気
づくことが求められています。家
族や仲間の様子がいつもと違うと
気づいた場合は、声を掛け、話を
聞いてあげましょう。
悩みを抱えている人は、深刻に

なる前に相談窓口で相談したり、こころの病気の専門
医療機関で受診したりすることが大切です。
●相談窓口
相談名・電話番号・相談機関 相談時間
はあとライン・自死遺族相談
☎073-424-1700
和歌山県自殺対策情報センター

９：00～17：45
（平日のみ）

和歌山いのちの電話
☎073-424-5000
和歌山いのちの電話協会

10：00～22：00
（年中無休）

自殺予防いのちの電話
☎0120-738-556
日本いのちの電話連盟

８：00～翌日８：00
（毎月10日）

●こころの病気の専門医療機関（指定自立支援医療機関）
医療機関名・住所 電話番号

こころの郷クリニック
高野口町名古曽918-1

☎42-5858

なかいクリニック
神野々382

☎33-1638

●問い合わせ　福祉課 ☎33-3708

●対象（在宅の人で、下記のいずれかに該当する人）
●重度の障がいが重複している人
●重度の障がいのため、日常生活において常時特別
の介助が必要な人
※所得制限があります。また、施設入所や長期入院
など（３カ月以上）の場合は支給できません。

●手当額
●特別障害者手当（20歳以上） … 月額26,940円
●障害児福祉手当（20歳未満） … 月額14,650円

●手続きに必要なもの
認定請求書、所得状況届、所定の診断書（専門医に
よるもの）
●問い合わせ　福祉課 障がい福祉係 ☎33-3708

賃貸住宅の入居・退去時や引越し業者利用時の
トラブルに注意しましょう 【生活環境課】
賃貸住宅や引越し業者を利用する際には、トラブル
が起きないように、次のことに注意しましょう。
●賃貸住宅を利用する際の注意点
●契約する前に、物件の下見や近隣情報の確認を行
いましょう。また、契約期間や費用の詳細、退去
時のルールなど、契約に関する重要事項の説明を
受けましょう。
●契約書は納得してから署名し、保管しましょう。
●入居時に壁や床などにキズや汚れがある場合は、
写真を撮り管理会社などに連絡しましょう。
●退去時は部屋を元の状態に戻すための費用負担を
求められることがあるので、立会いましょう。

●引越し業者を利用する際の注意点
●複数の業者から見積りを取り、検討しましょう。
●契約前にキャンセルした場合の費用負担を確認し
ましょう。
●引越し後に荷物の破損や紛失がわかった場合、３
カ月以内に引越し業者へ連絡しましょう。

●問い合わせ　消費生活センター ☎33-1227

「郷土の歴史を再度見つめ直す」を合言葉に橋本・
伊都の歴史などを学んでいきます。
●日時
５月から2020年３月までの第４土曜日（年10回）
午後１時30分～３時　※詳細は別途通知
●場所　教育文化会館
●定員　90人（応募者多数の場合は抽選）
●講師　市文化財保護審議会委員など
●受講料　年間1,000円（教材費込）
●申込方法　中央公民館で配布している申込用紙に必

要事項を記入し、提出してください。
●申込期間　３月６日㈬～23日㈯まで
●申し込み・問い合わせ
　中央公民館 ☎32-0034

不法投棄は重罪です！
【生活環境課】

不法投棄は、美しい自然や地域の景観を壊すだけで
なく、害虫の発生や悪臭の原因になるなど、市民の皆
さんの生活環境に悪影響を及ぼします。
不法投棄をした人には、懲役や罰金などの重い刑罰
が科せられます。絶対に不法投棄はやめましょう。
市では、環境監視パトロールを実施するとともに、
保健所や警察などの関係機関と連携して不法投棄の防
止に努めていますが、市民の皆さんや土地の所有者の
協力がなければ、不法投棄を防ぐことはできません。
地域ぐるみで監視を行い、不法投棄を発見した時は、
車のナンバーを控えるなどして、警察や生活環境課に
連絡をお願いします。
なお、土地の所有者は、定期的に清掃や草刈りを行
い、必要に応じてフェンスを設置するなど不法投棄さ
れないようにする対策を行なってください。
●問い合わせ　生活環境課 生活衛生係 ☎33-6100

▲携帯電話用
　二次元コード
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